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第一期計画区域

美　
し
い
あ
な
ん
を
求
め
て 

～
下
水
道
～

●
受
益
者
負
担
金
と
は
？

　

公
共
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
と
、
そ
の
地
域
は
ト

イ
レ
が
水
洗
化
さ
れ
、
し
尿
及
び
そ
の
他
の
生
活
雑

排
水
（
汚
水
）
が
衛
生
的
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
未
整
備
地
域
に
比
べ
て
利
便
性
、
快
適
性
が
向

上
す
る
た
め
、
土
地
の
利
用
価
値
が
向
上
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
下
水
道
を
利
用
で
き
る
人
は
、
主
と
し

て
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
地
域
の
皆
さ
ん
と
な
り
ま

す
。
下
水
道
建
設
の
費
用
を
す
べ
て
税
金
で
ま
か
な

う
と
す
れ
ば
、
下
水
道
未
整
備
地
域
の
人
た
ち
も
税

に
よ
っ
て
こ
の
建
設
費
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、

税
負
担
の
公
平
を
欠
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で

都
市
計
画
法
第
75
条
に
基
づ
き
、
下
水
道
整
備
に

よ
っ
て
恩
恵
を
受
け
る
方
々
に
建
設
費
の
一
部
を
負

担
し
て
い
た
だ
く
の
が
、「
受
益
者
負
担
金
」
で
す
。

●
受
益
者
負
担
金
の
対
象
と
な
る
土
地

　

下
水
道
を
整
備
す
る
区
域
内
の
す
べ
て
の
土
地

（
宅
地
・
田
・
畑
な
ど
）
が
対
象
と
な
り
ま
す
が
、

徴
収
猶
予
制
度
や
減
免
も
あ
り
ま
す
。

●
受
益
者
負
担
金
は
誰
が
納
め
る
の
？

　

原
則
は
、
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
区
域
内
に
土
地

を
所
有
し
て
い
る
方
が
受
益
者
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、そ
の
土
地
に
権
利
（
地
上
権
、質
権
な
ど
）

が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
（
一
時
使
用
の
た
め
に
設

定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
除
く
）
は
、
そ
の
権
利
者
が

受
益
者
と
な
り
ま
す
。（
下
図
参
照
）

※
受
益
者
負
担
金
申
告
書
は
、
土
地
所
有
者
に
届
く

の
で
、
家
屋
所
有
者
と
異
な
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ

め
両
者
で
協
議
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
受
益
者
負
担
金
の
金
額
は
？

　

第
1
期
計
画
区
域
で
は
、
土
地
の
面
積
１
㎡
あ
た

り
に
つ
き
７
０
０
円
で
す
。

　

受
益
者
負
担
金
は
、
そ
の
土
地
に
対
し
一
度
限
り

賦
課
さ
れ
る
も
の
で
す
。

例
：
土
地
１
６
５
㎡
（
約
50
坪
）
の
場
合
…
１
６
５

㎡
×
７
０
０
円
＝
１
１
５
，
５
０
０
円

●
納
付
方
法

　
「
分
割
納
付
」
か
「
一
括
納
付
」
を
選
ん
で
い
た

だ
き
ま
す
。

○
分
割
納
付
…
３
年
分
割
（
年
３
期
）
の
９
回
に
分

け
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
一
括
納
付
…
全
納
期
ま
た
は
１
年
一
括
で
納
め
て

い
た
だ
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は　

下
水
道
課

（
☎
22
―
１
７
９
６
）
へ

阿
南
市
で
は
、
富
岡
町
の
JR
牟
岐
線
か
ら
西
側
の
一
帯
を

第
1
期
計
画
区
域
と
し
て
「
公
共
下
水
道
事
業
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

計
画
で
は
、平
成
23
年
春
に
終
末
処
理
場
（
富
岡
浄
化
セ
ン
タ
ー
）
の
供
用
を
開
始
す
る
予
定
で
す
。

来
年
か
ら
、
公
共
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
条
例
に
基
づ
き

受
益
者
負
担
金
が
賦
課
さ
れ
ま
す
。
1
日
も
早
く
公
共
下
水
道
を
完
成
さ
せ
、

快
適
な
暮
ら
し
を
送
る
た
め
に
も
受
益
者
負
担
金
制
度
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
21
年
か
ら
受
益
者
負
担
金
の
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
！
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受益者とは？


